
​【別紙１】​

​個人情報取扱安全管理基準​

​１　個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定​

​　　個人情報の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。なお、本基準にお​

​　いて記載する「個人情報」とは、「個人情報を含む本市のデータ」を指すものとする。​

​　　また、以下の内容を記載した個人情報の保護に関する規程及び個人情報の取扱手順等が定​

​　められていること。​

​　(1) 組織的安全管理措置​

​　(2) 人的安全管理措置​

​　(3) 物理的安全管理措置​

​　(4) 技術的安全管理措置​

​　※　上記(1)～(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ​

​　　(​​https://www.ppc.go.jp)​​に掲載されている「​​個人情報の保護に関する法律につ​​いての事​

​　　務対応ガイド (行政機関等向け)​​」の「4-3-1」の「安全管理措置 (法第66条)」を御確認く​

​　　ださい。​

​２　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置​

​　　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者が定められており、基本方針、​

​　規程及び個人情報の取扱手順等に明記されていること。​

​3 従業者の指定、教育及び監督​

​(1) 個人情報の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。​

​(2) 本市のデータにアクセスすることができる従事者を指定すること。​

​(3) 個人情報を含む本市のデータの取扱い、情報システムの運用・管理・セキュリティ対策及​

​　びサイバーセキュリティの研修計画を策定し、従業者に対し毎年1回以上研修等を実施してい​

​　ること。また、個人情報を取り扱う従業者は、必ず1回以上研修等を受講している者としてい​

​　ること。​

​(4) 総括保護管理者及び保護管理者は、従業者に対して必要かつ適切な監督を行うこと。​

https://www.ppc.go.jp/


​４　管理区域の設定及び安全管理措置の実施​

​　(1) データや紙文書等による個人情報を管理する区域（以下「管理区域」という。）を明確​

​　　にし、当該管理区域に壁又は間仕切り等を設置すること。​

​　(2) (1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。また、入室​

​　　に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化及び部外者が入室す​

​　　る場合は、管理者の立会い等の措置を講ずること。さらに、入退室の記録を保管している​

​　　こと。​

​　(3) (1)で設定した管理区域について入室に係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関​

​　　する定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずること。​

​　(4) 外部からの不正な侵入に備え、施錠装置、警報措置及び監視装置の設置等の措置を講ず​

​　　ること。​

​　(5) 管理区域では、許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必要​

​　　な措置を講ずること。​

​　(6) クラウドサービスを利用する場合において、個人情報を保存するデータセンターがISMS​

​　　等のセキュリティ認証を取得しており、かつ、本市のデータを取り扱う区域（執務室等）​

​　　について当該サービス提供事業者がISMSやプライバシーマーク等の規格認証に基づく適切​

​　　な物理的安全管理措置を講じているときは、上記(1)から(5)までの要件を満たしているも​

​　　のとみなす。​

​５　セキュリティ強化のための管理策​

​　　情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を防止す​

​　るため以下の対策を実施していること。​

​　(1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機等は、他のコンピュータと接続しない単独によ​

​　　る設置又は当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インターネット及び当​

​　　該業務を実施する施設外に接続するイントラネット等の他のネットワークに接続していな​

​　　いこと。ただし、クラウドサービスを利用する場合において、通信経路の暗号化（TLS等）​

​　　を実施するとともに、他のテナントデータとの論理的分離を確実に行っているときは、本​

​　　要件を満たしているものとみなす。​

​　(2) 個人情報の取扱いにおいてサーバを使用している場合は、当該業務を実施する施設内に​

​　　設置していること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定めること。さら　​

​　　に、部外者のアクセスは必要最小限とし、管理者の立会い等の措置を講ずること。ただ　​

​　　し、クラウドサービスにおいて外部のデータセンターを利用する場合であって、適切な入​

​　　退室管理等の物理的安全管理措置が講じられているときは、本要件を満たしているものと​

​　　みなす。​

​　(3) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等は、アクセス権等を設定し、使用でき​



​　　る従業者を限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者の利用状況を​

​　　記録し、保管していること。​

​　(4) 記録機能を有する機器の電子計算機等への接続制限について必要な措置を講ずること。​

​　(5) 本市のデータを保存するときは、暗号化又はパスワードにより秘匿すること。また、保​

​　　存したデータにアクセスできる従業者を限定するとともにアクセスログ等から従業者の利​

​　　用状況を記録し、契約期間終了後、1年以上保管していること。​

​　(6) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、従業者が正当なアクセス権を有する​

​　　者であることをユーザID、パスワード、磁気・ICカード又は生体情報等のいずれかにより​

​　　識別し、認証していること。​

​　(7) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、セキュリティ対策ソフトウェア等　​

​　　(ウィルス対策ソフトウェア等)を導入していること。​

​　(8) 本市のデータを削除した場合は、削除した記録を作成していること。また、削除したこ​

​　　とについて証明書等により確認できる措置を講ずること。ただし、クラウド環境上での論​

​　　理的削除等により、復元不可能な措置を確実に講ずることをもって、これに代えることが​

​　　できる。​

​　(9) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデータ削除​

​　　ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用すること。​

​　(10) 本市の許可なく第三者に委託しないこと。ただし、サービス提供の基盤となるクラウド​

​　　インフラ（IaaS等）の利用に関する再委託について、約款等に定めがある場合は、本市の​

​　　許可を得たものとみなす。​

​6 事件・事故における報告連絡体制​

​　(1) 従業者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理者への報告連絡​

​　　体制を整備していること。​

​　(2) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から管理者​

​　　等への報告連絡体制を整備していること。​

​　(3) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案が発生した際の本市及び関連団体への報告連絡体制​

​　　を整備していること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の検討並びに​

​　　決定等に係る体制及び手順等を整備していること。​

​７　情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制​

​　　本市のデータを持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パス​

​　ワードによる保護、追跡可能な移送手段等により、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配​

​　慮していること。ただし、ネットワーク経由の処理のみで、物理的な持ち運びが発生しない​



​　場合は、本項を適用しない。​

​８　関係法令の遵守​

​　　個人情報の保護に係る関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。​

​９　定期監査の実施​

​　　個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査及び外​

​　部監査を実施すること。第三者認証（ISMAP、ISMS等）における定期的な維持・更新審査を　​

​　もって、外部監査の実施に代えることができる。​

​10　個人情報取扱状況報告書の提出​

​　　本市の求めに応じた場合のほか、保守作業や障害対応等において本市のデータを閲覧又は​

​　使用した場合に限り、本市が指定する様式にて個人情報取扱状況報告書を提出すること。​

​11　情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」という。）又はプライバシーマー​

​　ク等の規格認証​

​　　ISMS（国際標準規格ISO/IEC27001、日本工業規格JISQ27001）、プライバシーマーク（日本​

​　工業規格JISQ15001）、ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）等の規格​

​　認証を受けていること。​


